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本
法
律
案
は
、
民
事
裁
判
情
報
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
活
用
の
促
進
を
図
る
た
め
、
国
の
責
務
及
び
法
務
大
臣
に
よ
る
基
本

方
針
の
策
定
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
民
事
裁
判
情
報
を
加
工
し
て
第
三
者
に
提
供
す
る
業
務
等
を
行
う
法
人
の
指
定
に

関
す
る
制
度
を
創
設
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
民
事
裁
判
情
報
の
活
用
の
促
進
の
た
め
の
施
策
を
策
定
し
、
最
高
裁
判

所
は
、
民
事
裁
判
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

二
、
法
務
大
臣
は
、
民
事
裁
判
情
報
の
活
用
の
促
進
の
意
義
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
た
基
本
方
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

三
、
法
務
大
臣
は
、
民
事
裁
判
情
報
に
仮
名
処
理
等
を
行
っ
た
情
報
の
作
成
、
提
供
、
管
理
等
の
業
務
を
行
う
法
人
を
、
そ
の

申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
っ
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
指
定
法
人
は
、
業
務
規
程
を
定
め
、
法
務
大
臣
の
認
可
を
受

け
た
上
で
、
そ
の
業
務
を
行
う
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
原
則
と
し
て
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施



二

行
す
る
。


